
 恵庭市介護事業所及び障がい事業所における新型コロナウイルス感染症に 

備えた支援に関する要綱の策定について 

１．概要 

介護保険サービス事業所等において、新型コロナウィルス感染が発生し、職員や利用者

が感染するなどして、当該事業所の職員や物資に不足が生じた場合に、本事業に賛同した

事前登録事業者からの応援体制の構築について要綱を定めた。 

２．目的 

北海道が実施する介護職員等派遣事業による支援が開始されるまでの期間において、

地域の関係機関の連携による人的及び物的支援を行う。 

３．応援の内容 

１）職員派遣 

新型コロナウィルス感染による職員不足に対し、登録事業所による、施設外での支

援（買い物などを想定）及び施設内グリーンゾーンでの支援（調理などを想定）が可

能な職員の派遣 

２）物資の提供 

新型コロナウィルス感染により不足した衛生用品などの物資の提供 

３）感染症発生施設職員の宿泊場所の提供 

新型コロナウィルス感染が発生した施設の職員の内、陰性者に対する宿泊設備の

提供 

４）感染症発生施設利用者の受け入れ体制 

新型コロナウィルス感染が発生した施設の利用者の内、陰性が確認された利用者

の受け入れ 

５）新型コロナウィルス感染に関する情報交換 

新型コロナウィルス感染の状況を、登録施設のみが閲覧できるホームページにお

いて公開 

４．応援体制のフロー図 
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 えにわ感染対策チームこびりんずへの活動支援について 

１．えにわ感染対策チーム こびりんずについて 

新型コロナウィルス感染症の拡大により、日常生活において様々な制限が増えつつあ

った令和２年度当初において、最も影響の大きかったのが医療・介護分野であった。 

早期のコロナ禍収束が見込めない中、市内で医療・介護に従事する有志が集まり、令和

２年７月より新型コロナウィルス感染対策について活動を始めた。 

２．活動メンバー 

・医療機関職員 

・介護事業所職員 

・地域包括支援センター 

・在宅医療・介護連携支援センター 

・介護福祉課職員 

などの有志約５０名 

３．活動内容 

１）専門家からの情報収集と共有 

感染予防の専門家からの最新の知見の収集と共有 

２）えにわ感染対策チームだよりの発行 

専門的な知見に基づいた新型コロナウィルスに関する情報提供と、感染予防の取

組みを紹介している。 

３）感染予防の講演会の開催 

団体からの依頼により、感染予防のための講演会講師を務めている。 

４．行政の支援について 

こびりんずの活動が、新型コロナウィルス感染拡大の予防について、広く市民に対して

提供されていることから、恵庭市として今後も必要な支援に努めるとともに、更なる連携

強化を図ります。 
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■新型コロナウイルスによる本市（介護福祉課）の主な取組みについて 

日  時 項  目 内  容 

令和 2年 3月 5日 憩いの家の閉館 3月 31日まで閉館 

令和 2年 3月 26日 マスク2,000枚の配布 台湾の東京台湾商工会会長（登豊

商事社長）陳五福（ＣＨＥＮ Ｗ

Ｕ－ＦＵ）氏よりマスクの寄附が

あり、入所系施設へ配布 

令和 2年 3月 27日 介護保険料の徴収猶予（通知） 介護保険料を納付することが困

難な方への徴収の猶予 

令和 2年 3月 27日 ハセッパー水（次亜塩素酸水）の購

入先の案内 

民間事業者による営業により購

入先を案内 

令和 2年 4月 1日 憩いの家の開館 令和2年3月5日から3月31

日まで閉館 

令和 2年 4月 6日 地域密着型サービス事業所におけ

る運営推進会議の対応について（通

知） 

感染リスク軽減策として、運営推

進会議を職員のみで実施 

令和 2年 4月 9日 感染予防の徹底について（通知） 感染予防の徹底について、市内事

業所へ通知 

令和 2年 4月 10日 生活不活発病予防の周知 生活不活発病予防のチラシを作

成し、市内高齢者へ周知 

令和 2年 4月 13日 ラジオ版しゃきしゃき百歳体操放

送 

介護予防事業として緊急的に実

施 

令和 2年 4月 14日 マスクの購入先の案内 民間事業者による営業により購

入先を案内 

令和 2年 4月 15日 ケアマネのモニタリング等への対

応方針の策定 

月 1回（予防は3か月に1回）

の居宅訪問を電話等により実施

したこととみなす等対応方針を

策定 

令和 2年 4月 17日 新型コロナウイルスによるサービ

ス提供状況の調査を実施（１回目） 

休業状況、利用者数の比較、休業

補償の内容、困っていることなど

について調査を実施 

令和 2年 4月 18日 憩いの家の閉館 5月 31日まで閉館 

令和 2年 4月 21日 休日出勤や時差出勤等の実施 感染リスク軽減策として全庁的

に実施 
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令和2年4月 23日 ラジオ版かみかみ百歳体操放送 介護予防事業として緊急的に実

施 

令和 2年 4月 24日 電話、郵送等で対応できる業務内容

に関する通知 

介護事業所宛に、感染リスク軽減

策として来庁を必要最小限にと

どめ、可能な限り電話、郵送等で

対応を依頼 

令和 2年 4月 30日 感染予防の徹底について（通知） 感染予防の徹底について、市内事

業所へ通知 

令和 2年 5月 1日 恵庭市版かみかみ百歳体操動画配

信 

恵庭市版かみかみ百歳体操を

YouTubeで動画配信 

令和 2年 5月 13日 新型コロナウイルスによるサービ

ス提供状況の調査を実施（2回目） 

休業状況、利用者数の比較、休業

補償の内容、困っていることなど

について調査を実施 

令和 2年 5月 14日 感染予防の徹底について（通知） 感染予防の徹底について、市内事

業所へ通知 

令和 2年 5月 15日 介護保険料の減免の実施 介護保険料を納付することが困

難な方への減免を実施 

令和 2年 5月 18日 地域密着型サービス事業所におけ

る運営推進会議の対応について（通

知） 

感染リスク軽減策として、運営推

進会議を職員のみで実施 

令和 2年 5月 25日 経営状況への影響調査の実施 経営への影響や国や道、市の給付

金を活用しているかを調査 

令和 2年 5月 25日 新型コロナウイルスによる経営状

況への影響調査を実施 

昨年度と比較して経営への影響

を受けているか、また国や道、市

の融資制度や給付金・支援金を活

用しているかを調査 

令和 2年 6月 1日 憩いの家の開館 令和 2 年 4 月 18 日から 5 月

31日まで閉館 

令和 2年 6月 3日 手作り防護服の作成 医療と介護連携センターりんく、

地域包括支援センター、社会福祉

協議会等と連携し、ポリ袋で手作

り防護服を作成 

令和 2年 6月 5日 マスク 8,150 枚及びフェイスシー

ルド720個の配布 

各所からのマスクの寄附、恵庭ロ

ータリークラブ様からのフェイ

スシールドの寄附によるもの 

令和 2年 6月 19日 憩の家の活動制限の変更 飲食・麻雀・囲碁・将棋の許可 



令和2年6月 25日 介護予防サロン用感染予防ガイド

ラインの作成及び配布 

「これからのサロン活動のため

の虎の巻」を作成し、サロン代表

者へ配布 

令和 2年 7月 7日 フェイスシールド寄贈対応 恵庭中学校よりフェイスシール

ド約500個の寄贈あり、介護事

業所へ配布 

令和 2年 7月 10日 憩の家の活動制限の変更 詩吟・オカリナ・ハーモニカ・尺

八の許可 

令和 2年 7月 20日 憩の家の活動制限の変更 ビニール幕、空気清浄機、専任者

の機器操作、チェックリスト実施

を条件に、カラオケの許可 

令和 2年 7月 28日 新型コロナウィルス感染症対策研

修会の開催 

・講師 恵み野病院感染管理認

定看護師 嶋貫 祐子氏 

・会場参加 22名  

・Web参加 24名 

令和 2年 7月 30日 新型コロナウイルス感染症予防講

習会の開催 

・講師 恵み野訪問看護ステー

ション「はあと」樋口 秋緒氏 

・会場参加 19名 

令和 2年 8月 1日 新型コロナウィルス感染対策マニ

ュアル作成・印刷・配布（500部） 

介護事業所等へ配布 

令和 2年 8月 6日 新型コロナウィルス感染症対策研

修会の開催 

・講師 恵み野病院感染管理認

定看護師 嶋貫 祐子氏 

・会場参加 26名  

・Web参加 13名 

令和 2年 8月 25日 新型コロナウィルス感染症対策研

修会の開催 

・講師 恵み野病院感染管理認

定看護師 嶋貫 祐子氏 

・会場参加 30名  

・Web参加 23名 

令和 2年 9月 1日 「これからのサロン活動のための

虎の巻 別冊～実践編～」作成及び

配布 

6月 25日に作成した、「これか 

らのサロン活動のための虎の巻」 

の別冊として、恵庭市内のサロン 

の感染対策事例集を作成し、サロ 

ン代表者へ配布 

令和 2年 9月 16日 新型コロナウイルス感染症予防講

習会の開催 

・講師 恵み野訪問看護ステー

ション「はあと」樋口 秋緒氏 

・会場参加 15名 



令和2年9月 18日 新型コロナウイルス感染症予防講

習会の開催 

・講師 恵み野訪問看護ステー

ション「はあと」樋口 秋緒氏 

・会場参加 15名 

令和 2年 9月 24日 新型コロナウイルス感染症予防講

習会の開催 

・講師 恵み野訪問看護ステー

ション「はあと」樋口 秋緒氏 

・会場参加 28名 

令和2年10月12日 憩の家の活動制限の変更 最大利用時間を2時間から4時 

間に変更 

令和2年10月14日 在宅医療・介護連携講演会の開催 ・講師 千歳市向陽台ファミリ

ークリニック院長  

中島 徹 氏 

・会場参加 79名  

・Web参加 35名 

令和2年10月15日 マスク寄贈対応 柏小学校より、マスク寄贈の申し 

出あり、介護事業所へ配布 

令和2年10月29日 憩の家管理人による利用者に対す

る感染対策指導の徹底 

警戒ステージ1→2に伴う啓発 

ポスター（警戒ステージ2）の掲 

示とHP周知 

令和 2年 11月 9日 マスク受領 国より、マスク13,500枚受領 

し、介護事業所へ配布 

令和 2年 11月 9日 憩の家管理人による利用者に対す

る感染対策指導の徹底 

警戒ステージ2→3に伴う啓発 

ポスター（警戒ステージ3）の掲 

示とHP周知 

令和2年11月17日 憩の家管理人による利用者に対す

る感染対策指導の徹底 

札幌市の感染拡大と警戒ステー 

ジ引き上げに伴う感染対策指導 

の徹底を指示 

令和 2年 12月 7日 老人クラブに向けた冬場における

感染防止対策の徹底 

「寒冷な場面における感染防止 

対策の徹底」及び「冬場の換気の 

悪い密閉空間改善のための換気 

方法」の周知 

令和2年12月11日 憩の家における感染対策強化 感染対策期間延長にともなう対 

策強化の周知（飲食の自粛） 

令和2年12月14日 憩の家への気化式加湿器の導入 憩の家での感染防止に向けた集 

会室・ロビー等への加湿器の導入 



令和2年12月22日 恵庭市新型コロナウィルス対策事

業 

北海道医療大学 塚本教授によ 

る、包括的な感染予防の技術支援 

令和 3年 1月 5日 「恵庭市介護保険サービス事業所

及び障害福祉サービス事業所にお

ける新型コロナウイルス感染症に

備えた支援に関する要綱」の策定 

新型コロナウィルス感染症のク 

ラスター発生時の事業所間の相 

互支援の枠組み 

令和 3年 1月 29日 在宅医療・介護連携講演会の開催 ・講師 北海道医療大学  

教授 塚本 容子 氏 

・参加者 51名  

・介護事業所へ講演会のＤＶＤ 

配布 



 認知症サポーター 10,000 人突破について 

１．認知症サポーターとは 

認知症について正しく理解し、偏見をもたず、認知症の方やその家族を温かく見守る

「応援者（サポーター）」として、自分のできる範囲で活動します。 

恵庭市内では、一般の方に加えて、小・中学生、大学生などのサポーターも増えていま

す。「認知症サポーター養成講座」を受講した方が、認知症サポーターとなります。 

２．認知症サポーター養成講座 

内 容  認知症に関する基礎知識、認知症の方やその家族への支援のあ

り方など、テキストやスライドを用いて説明します。 

申し込みはグループ単位で受け付けていて、友人同士・地域の団

体・企業など団体の種類は問いません。 

時 間 概ね、１時間から１時間３０分程度 

費 用 無 料 

３．恵庭市の取組 

１）認知症サポート会 

平成２０年度に、認知症の正しい理解の普及啓発を目的に、行政と関係者によって

構成されたボランティア団体。 

２）認知症サポーター養成講座 

平成２１年度より、恵庭市において認知症サポーター養成講座が始められました。 

毎年、1,000 人前後のサポーターが誕生しています。 

４．認知症サポーター10,000 人達成 

令和２年１２月８日に、若草小学校５年生を対象として開催された認知症サポーター

養成講座において、恵庭市におけるサポーター養成者数が 10,000 人を突破したことから、

新型コロナウィルス感染予防に配慮し、生徒代表者に記念品を贈呈しました。 
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恵庭市介護保険条例の一部改正について

１ 改正の内容

  高額介護サービス費用の資金貸付の廃止

２ 改正の理由

高額介護サービス費用の資金貸付事業は、介護サービスを利用時に自己負担

が高額になった場合、限度額を超えた金額を高額介護サービス費として支給さ

れるまでの約２か月間、利用者が借りることができる制度です。 

 例：限度額４４，４００円の方が６０，０００円サービスを利用された場合、

１５，６００円の９/１０の金額を借りることができます。 

この制度は、介護保険制度が創設された平成１２年にあわせて制定されまし

たが、直近１０年間において利用実績がありません。 

主な理由としては、限度額を超えた金額が市から直接事業者に支払われる「恵

庭市介護保険高額介護サービス費受領委任払い」制度の利用があり、利用者は

貸付を受ける必要がないためです。 

  近隣市においても「高額介護サービス費用の資金貸付制度」はありません。

以上のことから、この制度の廃止について検討しています。 

 近隣市の状況 

千歳市 制度なし 

北広島市 制度廃止（平成３０年度に廃止） 

江別市 制度なし 
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■指定介護予防・日常生活支援総合事業者

（NO.１） （デイサービスきたえるーむ恵庭）

（NO.２） （リハビリサロンりぶら）

法 人 名 　　有限会社関澤

所 在 地 　　恵庭市本町113番地1

＜新規指定＞

指 定 年 月 日 　　令和3年4月1日

指 定 満 了 月 　　令和9年3月31日

事
業
者

法 人 名 　　合同会社LivLa

介護予防・日常生活支援総合事業
通所型サービスAの事業者指定について

指 定 年 月 日 　　令和3年4月1日

指 定 満 了 月

事 業 内 容

事
業
所 　　・パワーリハビリ

　　・床で行う体操など
　　・独居高齢者を対象に買い物や簡単な調理訓練を行い、
　　　生活機能向上を図る

　高齢化が進展する中、フレイル予防や高齢者の自立支援・重度化防止の観点から総合事業
の推進がさらに求めれており、本市においても、総合事業の利用者が可能な限り住み慣れた居
宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立
した日常生活を営むことができるよう、令和３年４月１日から「通所型サービスA」の事業を開始
します。
　事業実施にあたり、令和２年１２月８日に事業説明会を行い、事業実施事業者を募りました。
　その結果、下記事業者より、新規指定申請がなされたことから、運営等の内容につきまして、
運営基準等に基づき審査し、新規指定をしましたのでご報告を申し上げます。

事 業 名 　　通所型サービスA

事 業 所 名 　　デイサービスきたえるーむ恵庭

所 在 地 　　恵庭市本町113番地1

　　令和9年3月31日

事
業
者

所 在 地 　　恵庭市相生町58

事
業
所

事 業 所 名 　　リハビリサロンりぶら

所 在 地 　　恵庭市相生町58

事 業 名 　　通所型サービスA

事 業 内 容
　　・機能訓練等を予定しており、サロンへの活動にもつなげられるよう、
　　　いきいき百歳体操もメニューに追加する予定

令和２年度　第５回高齢者福祉・
介護保険専門部会　＜報告６＞



（NO.３） （ひかりサロンてトテ恵庭）

　　恵庭市幸町2丁目7番5号

事 業 名 　　通所型サービスA事
業
所

事 業 内 容 　　・ショッピングリハビリ

事 業 所 名 　　ひかりサロンてトテ恵庭

所 在 地

指 定 年 月 日 　　令和3年4月1日

指 定 満 了 月 　　令和9年3月31日

事
業
者

法 人 名

所 在 地

　　株式会社てトテ・ルネッサンス

　　旭川市近文町23丁目1178番地の151



■指定地域密着型サービス事業者

（NO.１） （デイサービスセンターひすい）

■指定介護予防・日常生活支援総合事業者

（NO.１） （デイサービスセンターひすい）

＜指定更新＞

■指定地域密着型サービス事業者

（NO.１） （デイサービスBRIGHT相生）

指 定 年 月 日 　　令和3年2月1日

指 定 満 了 月

　　地域密着型通所介護

所 在 地 　　恵庭市相生町１－３

　　恵庭市相生町１－３

事
業
所

事 業 所 名 　　デイサービスBRIGHT相生

事 業 名

事業者の新規指定及び指定更新について

　介護保険法により、【居宅介護支援／介護予防支援／地域密着型サービス／介護予防・日常
生活支援総合事業】に関する指定権限は市町村と規定されています。
　下記事業者より、新規指定申請及び指定更新の申請がなされたことから、運営等の内容につ
きまして、介護保険法施行規則等による運営基準に基づき審査し、新規指定及び指定更新をし
ましたのでご報告を申し上げます。

指 定 年 月 日 　　令和3年2月27日

指 定 満 了 月 　　令和9年2月26日

事
業
者

法 人 名 　　株式会社フォーチュン

所 在 地

事 業 名 　　通所介護相当サービス

事
業
所

事 業 所 名 　　デイサービスセンターひすい

所 在 地 　　恵庭市相生町111-1

　　令和9年1月31日

事
業
者

法 人 名 　　株式会社サルド

所 在 地 　　恵庭市緑町1丁目5番3号

指 定 年 月 日 　　令和3年2月1日

指 定 満 了 月 　　令和9年1月31日

事
業
者

法 人 名 　　株式会社サルド

所 在 地 　　恵庭市緑町1丁目5番3号

事
業
所

事 業 所 名 　　デイサービスセンターひすい

所 在 地 　　恵庭市相生町111-1

事 業 名 　　地域密着型通所介護

＜新規指定＞

令和２年度　第５回高齢者福祉・
介護保険専門部会　＜報告７＞


